
(2)いじめに対する措置

(1) いじめと認められる事象や ， いじめが疑われる事象があった場合は， 「学校いじめ

対策委員会」が中枢となって ， 事実確認 ， 指導・支援体制の確立 ， 関係機関への報告，

その他 ， 必要な措置を行う。

(2) いじめの事実が確認された場合は ， 
「学校いじめ対策委員会」が中枢となって， い

じめを受けた児童生徒や保護者への支援体制， いじめを行った児童生徒や保護者への

指導・助言体制 ， いじめを受けた児童生徒が安心して教育を受けるための必要な措置

等を検討・実施するとともに， 関係各所に適切に指示を行う。

(3) いじめへの基本的対応を次図のように設定する。

| いじめの憶態

こ
情報収集→ 「学校いじめ対策委員会」

•各委員会 ， 教職員， 児童生徒， 保護者等から情報を詳細に収集する．

旦
「学校いじめ対策委員会」 →指導・支援体制の確立
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•いじめの亭実や状況に応じて適切な指導支援体制を組む。 関係諸機関

•いじめの状況に応じて学級担任， 養護教諭 ， 生徒指導担当 教員 ， 曰 有識者

管理職等で役割を分担する。 警察署

こ こ
四童生筵への揖盪・ま援 堡題査との遥良

•いじめを受けた児童生徒には ， その子が信頼できる ・加害児童生徒 ， 被害児童生徒と

人と連椀して， 寄り添い 支える体制をつくる。 もに， 事実関係を把握した即日 ，

•いじめを行った児童生徒には ， いじめが人格を傷つ 家庭訪問等で亭実関係を伝える

ける行為であることを理解させ ， 黄任を自覚させる とともに ， 学校との連携方法等

とともに， いかなる 車情があってもいじめに向かわ を協誤して ， 協力を仰ぐ。

ない力を育む◇ ・加害児童生徒 ， 被害児童生徒と

•いじめを傍観した児童生徒には ， 自分の問題として もに， 子どもたちの望ましい成

自党させ ， いじめを止める行動はできなくとも， 周 長のために保護者と協同して進

囲に車実を知らせる勇気を持たせるように指導する。 めていく学校の姿勢を示す。

●常時， 状況把握に努める。

●随時 ， 指導・支援体制に修正を加えながら， 「学校いじめ対策委員会」が中心と

なって ， 組織的に適切に対応する。
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